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○名寄市ふるさと応援寄附条例施行規則  

平成 20年９月７日規則第 47号  

改正  

平成 26年７月１日規則第 21号  

平成 29年３月 31日規則第 17号  

令和３年３月 25日規則第 10号  

令和４年６月３日規則第 39号  

名寄市ふるさと応援寄附条例施行規則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、名寄市ふるさと応援寄附条例（平成 20年名寄市条例第 26号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

（寄附金の受入れ等）  

第２条  条例に基づいて寄附された寄附金（以下「寄附金」という。）の受入れは、名

寄市ふるさと応援寄附申込書（別記様式）により随時行うものとする。ただし、他の

方法により寄附の申込みをした者の意向を確認できる場合は、この限りでない。  

２  市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められる場

合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。  

３  市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録し

ておくものとする。  

（寄附金台帳の作成）  

第３条  市長は、寄附金の適正な管理を図るため、台帳を整備するものとする。  

（記念品の贈呈）  

第４条  市長は、寄附者に対し、記念品を贈呈することができるものとする。ただし、

名寄市に住所を有する寄附者には、贈呈しないものとする。  

（贈呈の方法）  

第５条  記念品の贈呈は、寄附金の受領確認後、寄附者に発送して行うものとする。  

２  市長は、前項に規定する記念品の発送にかかる業務を委託することができるものと

する。  

（記念品の選定）  

第６条  記念品は、名寄市の特産品等とする。  

（運用状況の公表）  
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第７条  条例第５条の規定による運用状況の公表は、広報なよろ及び名寄市ホームペー

ジに掲載して行うものとする。  

（委任）  

第８条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成 26年７月１日規則第 21号）  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行し、平成 26年６月１日から適用する。  

（経過措置）  

２  平成 26年６月１日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の名寄市ふる

さと応援寄附条例施行規則（平成 20年名寄市規則第 47号）の規定によりなされた申請

その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。  

附  則（平成 29年３月 31日規則第 17号）  

この規則は、平成 29年４月１日から施行する。  

附  則（令和３年３月 25日規則第 10号）  

この規則は、公布の日から施行し、令和２年 10月１日から適用する。  

附  則（令和４年６月３日規則第 39号）  

この規則は、公布の日から施行し、令和４年３月 31日から適用する。  
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別記様式（第２条関係）  

 


